
道路工事関係技術便覧の一部を次のように改訂する。 

次の表の改訂前の欄に掲げる規定を同表の改訂後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改訂する。 

改訂後 改訂前 

第１編 共通編 

第１０章 橋梁 

第２節 共通事項 

１０－７－９橋名板 

橋名決定及び橋名板に関する要領 

１ （略） 

２ （略） 

３ 橋名板の種類・位置・寸法は次のと 

おりとする。 

（１）種類 

ア 漢字橋名 

イ 河川名(交差物件が河川の場合に限る。) 

ウ ひらかな橋名(「橋」の読み方は「はし」とする。) 

エ 竣功年月(数字は漢数字とする。) 

 

第１編 共通編 

第１０章 橋梁 

第２節 共通事項 

１０－７－９橋名板 

橋名決定及び橋名板に関する要領 

１ （略） 

２ （略） 

３ 橋名板の種類・位置・寸法は次のと 

おりとする。 

（１）種類 

ア 漢字橋名 

イ 河川名(交差物件が河川の場合に限る。) 

ウ ひらかな橋名(「橋」の読み方は「はし」とする。) 

エ 竣功年月(数字は漢数字とする。) 

 

 

（例） 

橋 名：○○高架橋 

読み方：○○こうかはし 

※こうかきょうとしない 

削除 


